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社会資本整備重点計画法（抜粋） 
                             平成十五年三月三十一日  

法 律 第 二 十 号 
 

（定義） 

第二条 この法律において「社会資本整備重点計画」とは、社会資本整備事業に関する計画であっ 

て、第四条の規定に従い定められたものをいう。 

２ この法律において「社会資本整備事業」とは、次に掲げるものをいう。 

一 道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第二条第一項に規定する道路の新設、改築、維持及 

び修繕に関する事業 

二 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律（昭和四十一年法律第四十五号）第二条第三項 

に規定する交通安全施設等整備事業（同項第一号に掲げる事業に限る。） 

三 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第八条第一項に規定する鉄道施設（軌道法（大 

正十年法律第七十六号）による軌道施設を含む。）の建設又は改良に関する事業 

四 空港整備法（昭和三十一年法律第八十号）第二条第一項に規定する空港その他の飛行場で公 

共の用に供されるもの（これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この号において

「空港」という。）の設置及び改良に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生

ずる障害の防止等に関する事業 

五 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第五項に規定する港湾施設の建設又は改良 

に関する事業及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚泥その他公害の原因と

なる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うもの並びに同条第八項に規定

する開発保全航路の開発及び保全に関する事業 

六 航路標識法（昭和二十四年法律第九十九号）第一条第二項に規定する航路標識の整備に関す 

る事業 

七 都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）第二条第一項に規定する都市公園その他政令で 

定める公園又は緑地の新設又は改築に関する事業及び都市における緑地の保全に関する事業 

八 下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号 

に規定する流域下水道及び同条第五号に規定する都市下水路の設置又は改築に関する事業 

九 河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第三条第一項に規定する河川（同法第百条の規定 

により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。）に関する事業 

十 砂防法（明治三十年法律第二十九号）第一条に規定する砂防設備に関する事業 

十一 地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第五十一条第一項第一号又は第三号ロに 

規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条又は第四条の規定によって指定された地す

べり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関す

る事業 

十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第二条第 

三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業 

十三 海岸法（昭和三十一年法律第百一号）第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業 

及び海岸環境の整備に関する事業 
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十四 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる事業と一体となってその効果を増大させるた 

め実施される事務又は事業 

 

（重点計画） 

第四条 主務大臣等は、政令で定めるところにより、重点計画の案を作成しなければならない。 

２ 主務大臣は、前項の規定により作成された重点計画の案について、閣議の決定を求めなければ 

ならない。 

３ 重点計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 

一 計画期間における社会資本整備事業の実施に関する重点目標 

二 前号の重点目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき社会資本整 

備事業の概要 

三 地域住民等の理解と協力の確保、事業相互間の連携の確保、既存の社会資本の有効活用、公 

共工事の入札及び契約の改善、技術開発等による費用の縮減その他社会資本整備事業を効果的かつ

効率的に実施するための措置に関する事項 

四 その他社会資本整備事業の重点的、効果的かつ効率的な実施に関し必要な事項 

４ 主務大臣等は、第一項の規定により重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、主 

務省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、都 

道府県の意見を聴くものとする。 

 

（重点計画と国の計画との関係） 

第六条 重点計画は、国土の総合的な利用、開発及び保全に関する国の計画並びに環境の保全に関 

する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。 
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社会資本整備重点計画法施行令（抜粋） 

平成十五年三月三十一日   

                                                             政 令 第 百 六 十 二 号   

 

内閣は、社会資本整備重点計画法（平成十五年法律第二十号）第二条第二項第四号及び第七号並 

びに第四条第一項並びに附則第二条第一項から第三項まで及び第五項の規定に基づき、この政令を 

制定する。 

（公共の用に供される飛行場と併せて設置すべき施設） 

第一条 社会資本整備重点計画法（以下「法」という。）第二条第二項第四号の政令で定める施設 

は、航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第二条第四項に規定する航空保安施設その他航 

空交通の安全を確保するために必要な施設とする。 

（都市公園以外の公園又は緑地） 

第二条 法第二条第二項第七号の政令で定める公園又は緑地は、次に掲げるものとする。 

一 国及び地方公共団体以外の者が設置する都市計画施設（都市計画法（昭和四十三年法律第百 

号）第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。）である公園又は緑地 

二 人口が五千以上であり、かつ、中心の市街地を形成している区域内の人口が千以上である町 

村が設置する公園又は緑地（都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）第二条第一項に規定する

都市公園に該当するものを除く。）のうち、次に掲げる要件に該当するもの 

イ 当該町村の中心の市街地を形成している区域内に居住する者が容易に利用することができる

位置に設置されること。 

ロ 敷地面積がおおむね四ヘクタール以上であること。 

ハ 少なくとも園路、広場、植栽及び便所が設けられるほか、都市公園法第二条第二項第二号から

第九号までに掲げる施設のうち当該公園又は緑地を休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総 合的な

利用に供するため必要なものが設けられること。 

（社会資本整備重点計画の計画期間） 

第三条 社会資本整備重点計画は、五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該計画期間 

の範囲内においてするものとする。 
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社会資本整備重点計画法施行規則（抜粋） 

平成十五年三月三十一日 

内 閣 府 

農 林 水 産 省 令 第 一 号 

国 土 交 通 省 

（国民の意見を反映させるために必要な措置） 

第一条 主務大臣等は、社会資本整備重点計画（以下「重点計画」という。）の案を作成しようと 

するときは、あらかじめ、当該重点計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、 

提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方 

法により一般に周知するものとする。 

（都道府県の意見聴取） 

第二条 主務大臣等は、重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該重点計画の素 

案を都道府県に送付するものとする。 

２ 都道府県は、前項の送付があった場合において、社会資本整備重点計画法第四条第四項の規定 

により主務大臣等に意見を述べようとするときは、主務大臣等が指定する期日までに意見を提出 

するものとする。この場合において、国土交通大臣への意見の提出は、国土交通大臣が指定する 

当該都道府県の区域を管轄する地方支分部局の長を経由して行うものとする。 


